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１．はじめに 

小泉さんの構造改革。去年の総選挙で絶好調だったが、少し変化が出てきた。 

小泉劇場を演出したやり方で、今回は消費税の増税をやろうとしている。議論はしない。「増税ありき」

が大前提で、「誰が早くやろうとしていて」「誰が遅くやろうとしているのか」という騒動劇に仕立てあげ、マ

スコミもおもしろおかしく取り上げている。 

谷垣財務大臣は 2007 年の通常国会で増税法案を出さないといけない。中川政調会長と竹中総務大

臣が、いやそうじゃない、まず歳出削減を優先しないといけない。中川さんは、消費税増税は過去にもあ

ったし、もう国民も準備する方も慣れたので、そんな準備期間をおかなくてもすぐに税率アップができると

いう言い方だ。 

今年は、政府税制調査会の中期答申の発表（3年に１回）の年。いつもは 6月に出すのだが、今年は 9

月に発表するということで、政府税調の議論が始まっている。なぜ 9 月なのか。小泉総理の任期が今年の

9 月までなのと、6 月に経済財政諮問会議が骨太方針を発表する。それを受けて税調の中期答申を出す

ということだ。 

どちらにしても増税の大合唱がおこるようになる。消費税増税ありきという世論づくりが行われ、増税の

時期だけを争点にしようとしている。 

 

２．サラリーマン増税について 

所得税の問題も中身を知ってもらおうと思い資料を作成した。今、確定申告の時期。皆さんの家にも源

泉徴収票が届いていると思う。資料①これを見るとある程度税の仕組みがわかる。 

源泉徴収票だけみているとわかりにくいのが、支払金額というのはいわゆる額面。給与もボーナスも含

めた総支給金額。その後の給与所得控除というものを引いたものが給与所得になる。源泉徴収票には給

与所得控除後の金額が書いてある。この給与所得控除がどういうものなのかはどこにも書いていない。 

資料②を見てもらうとこの給与所得控除が収入に応じて決まっているということがわかる。65 万円から始

まり、それから収入が増えるにしたがって一定のきざみで直線的に増える。職種にかかわらず、サラリーマ

ンは収入があれば一定の額を控除するという仕組みになっている。資料②の年収の下に手書きで数字を

書いているが、例えば 300 万円の収入がある人はどんな労働についている人でもサラリーマンであるかぎ

り 108 万円の控除がある。500 万円の場合は 154 万円あるよという仕組みになっている。この 65 万円とい

うのはパートで働いている時に扶養家族になるかどうかという基準。103 万円を超えると扶養家族を離れる

というのは、65 万円の最低の給与所得控除と 38 万円の基礎控除を足したもの。 

増税メニューを突き返そう 
～小泉暴走の抵抗線は税金のたたかいから～ 

2006 年 2 月 9 日
鳥居義昭さん（税理士・消費税関西連専門家委員）の講演禄
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（資料①） 

 

（資料②） 
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税金は所得に対してかける。資料①で言うと、給与年収から給与所得控除を引いて、給与所得という

所得がでる。ここから所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険控除など)を差し引くと課税所得がでて

くる。それに対して一定の所得税率をかける。この税率もいろんな刻みがあって一律ではない。所得の多

い人には高い税率、少ない人には低い税率をかけるという仕組みになっている。普通はそこで終わるの

だが、1999 年日本が大不況になった時、これでは消費が冷え込んでしまうとういことで、定率減税が導入

された。定率減税は、もともとの税金の２割分を減税する。それに対して去年の国会でこの定率減税の半

分をカットした。そしてこの国会でさらにその残っている 1 割もなくしてしまおうというのが定率減税の問題

です。 

 

３．具体的にサラリーマン増税の規模を見てみよう 

（１）給与所得課税のしくみをしっかりつかもう 

どれだけの増税になるのか？年収500万円の人で 42万円の増税になるという試算がよくでているので、

解説しようと思う。 

 

資料③の、現行というのはさきほど言った給与所得控除がそのままあり、基礎控除、配偶者控除、扶養

控除等々もそのままあった場合の税金。年収 500 万円クラスの人は社会保険料が 50 万円程度天引きさ

れる。これは所得控除になる。基礎控除が 38 万、配偶者控除も 38 万。扶養家族は２人とし、そのうち１人

は 16 才未満の子供で、もう１人は 16～23 才、いわゆる高校生、大学生に該当する子供としている。現在

の所得控除は 227 万円。課税所得の計算は 500 万円から給与所得控除 154 万円を引いて、さらに所得

控除の 227万円をひいた 119万円。このランクだと 10%の所得税率が課税されて 11万９千円の所得税に

なる。このうちの２割の定率減税があるので、2万 3800 円が引かれて、納める税金は 9万 5200 円となる。

同じように住民税も現在は 6万 4600 円になる。 

（資料③） 
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（２）年収５００万円のケースで４２万円の増税になる 

これが、政府税調が去年の夏に出した論点整理によると、給与所得控除はこんなにいらないのではな

いか、といっている。 

政府税調は、給与所得控除はサラリーマンの経費だという見方をする。サラリーマンの経費、例えば身

の回りのものや小遣いなどせいぜい年間50万円くらいしかかかっていないと言いしだしている。政府税調

は、今は年収500万円の人は給与所得控除が154万もある。これがおかしい高すぎると言っている。それ

でよくでてくる試算は給与所得控除を一律半分にしたらどうだという試算。500 万円のケースだと 154 万も

あるから、まあ 77 万くらいまで切り下げようといっている。社会保険料控除、基礎控除は一応そのままで、

配偶者、扶養、特定扶養控除などの見直しをしたい。この資料では0ということで試算している。給与所得

控除を半分に下げ、社会保険料、基礎控除はそのままで後は全部なくすと控除が 88 万円になって、課

税所得が一挙に 119 万から 335 万に上がることになる。そうすると、所得税が 34 万、定率減税がなくなっ

て0円、増税額が24万円ほどになる。地方税も18万円ほど増えるから 42万円の増税になるという試算。

消費税の税率がアップしてどうなるかはいれていない。所得税、住民税の世界でこれくらいになるというの

が、去年出されたサラリーマン増税の中身。 

サラリーマンというのは納税人口の 95%を占める。圧倒的に大きな数。サラリーマンがこれだけ増税にな

るということを昨年はマスコミが大きく報道をした。税金問題には静かなマスコミにしては異例のことである。

これは見方を変えれば国民に増税の選択をせまっているのだと思う。この直後の日経の世論調査で増税

するとすれば消費税がいいですか？所得税がいいですか？という質問があった。そうなると所得税の増

税はいやなので消費税の増税はやむを得ないという結果になっている。消費税の増税の方がいいという

人は 50%以上いた。そういう点ではサラリーマン増税を打ち上げたねらいは消費税増税やむなしの方向

へ世論を誘導するためのものではなかったのかとも見える。 

 

４．消費税基幹税化がもたらしたもの 

（１）個人の懐から大企業のポケットへ資金のシフト 

消費税は 1989 年に導入された。それがもたらしたものは何だったか。 

消費税導入以降、徴収された消費税額は 148 兆円、同じ期間でくらべてみた法人税の減税は 145 兆

円。法人税の税収はバブルの崩壊とともに減少。加えて、法人税の税率を大きく下げてきたことによる減

収だといえる。これについては消費税の税収が法人税の減収分に回ったかというとそうもいいきれない。

景気の変動もある。そもそも法人の所得が減って税収が減ったといえる。ただ個別の企業を例に挙げると

あてはまる。 

資料④はトヨタ自動車の法人税について検討したものである。法人所得というのはこの金額に対して税

率をかけて税金を計算するもとになる数字で、トヨタはダントツの 9228億円。法人税の税率は消費税導入

された時は 42％だった。それが 40%、37.5%、34.5%と落ちつづけ、定率減税が導入された時に景気対策と

して法人税の税率は 30％までダウンした。それは現在までいたっている。 
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トヨタは同じような仕事をしながら、もし昔のままの税率42％だったら、法人税は3876億円。この法人税

をベースに豊田市や愛知県などに支払う県市民は法人税の20.7％であるから 802億円。総額では4,578

億円となる。（事業税はややこしいのではぶいた。） 

今は法人税率は 30%だから 2,768 億円。更に平成 15 年に大企業向けに創設された研究開発減税が

大きく減税に寄与してくる。トヨタの場合は6800億円を研究開発に投資しているがその10%(680億円)か、

法人税額の 20%（554 億円）のどちらか低い方を税額で引いてくれる。トヨタでは 2,768 億円から 554 億円

を引いた 2,214 億円が税額になる。減った法人税をベースに法人地方税がかかってくるので、それも 458

億円で済む。つまりトヨタの法人税の減税は 2006 億円になっている。 

生協の家計簿調査では一人あたりの消費税の負担額は59,000円。トヨタ一社の法人税減税2006億円

をこの 59,000 円で割ると 340 万という数字が得られる。340 万人の人が１年間買い物をして支払った消費

税の金額がトヨタ一社の減税分に回った勘定になる。 

（資料④） 
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（２）高額所得者、大資産家もゆったりしてきた 

法人税の減税だけではなく高額所得者向けの減税が行われている。これも税率を下げたことによって

減税になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989年に消費税が導入された年、その時に所得税の最高税率が50%に、住民税が15%になった。それ

が 1999 年定率減税の入った年に最高税率を 37%。に、住民税を 13%に下げた。 

2004 年の長者番付のトップは資料⑤の清原達郎さん。報道によれば 37 億円もの所得税を払っている

ので、100 億円の収入があると推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが消費税の導入された年だと 76%最高税率がかかったので、76 億円の所得税と住民税を支払わ

なければいけなかったが、今は 50%なので、約 26 億円の減税になっている。前と同じように１人／年が支

払う消費税額 59,000 円で割ると約 44,000 人の人が買い物するたびに支払った消費税分とほぼ同じだと

いうことになる。 

高額所得者というのは一年間に稼ぐ額の大きい人をいうが、もう一方の「勝ち組」は資産家である。代表

的な人は株を持つ人。株の配当金などでもうけている人はどんな減税になっているか。資料⑥サラ金一

族 12 人、武富士以下、その有価証券報告書に名前がでてくる人を例に挙げた。どれくらい株を持ってい

るのか、その会社が一株につきいくら配当したかは有価証券報告書から推定できる。それらをもとに計算

すると、この12人で63億円くらいの配当収入を得ていると推定される。以前は配当収入は総合課税で配

当の所得であっても他の所得と合算して、税金を計算した。このしかし今では、配当所得は総合からはず

れて分離になり、10％ですむ。 

一方、株の譲渡にかかる税金は 26％の分離課税だったものが、10%ですむようになった。武富士、プロ

■所得税・個人住民税の最高税率の推移 
 所得税 住民税所得割 課税所得１億円

の場合の税額 
1983年まで 課税所得 8000万円超 75% 課税所得 4900万円超 18% 7,751万円 
1984年    〃  8000万円超  70%  7,483万円 
1987年    〃  5000万円超   60%  6,973万円 
1988年     〃   1900万円超 16% 6,662万円 
1989年    〃   2000万円超   50%    〃     500万円超 15% 6,079万円 
1991年     〃     550万円超 15% 6,075万円 
1995年    〃  3000万円超   50%    〃   700万円超 15% 5,852万円 
1999年    〃   1800万円超   37%    〃     700万円超 13% 4,720万円 

（資料⑤） 
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ミスなどの人が自分の持ち株を提携している銀行などに相当売った。いくらで売ったかははっきりとはわか

らないが、武富士やプロミスの一年間の株の動きは有価証券報告書の株主名簿をみれば大体わかる。減

っているので売っている。創業者はほとんど最初 50 円くらいで出資しているから、元手は安いはず。ある

程度のもうけを推察してこういう計算をだした。配当で 19 億円くらいの減税になっているであろう。株の売

買で300億円くらいの減税になっている。これもさきほどの 59,000円で割ると約 54万人の１年間に支払う

消費税に相当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税基幹税化のもたらしたものとして、税の面でいうと個人の懐から大企業のポケットへの資産がシ

フトした。高額所得者、大資産家がゆったりしてきたのは消費税の増税の財源を所得税の減税につかわ

れてきたためである。これがこの間の十数年間の動きであった。 

 

（３）拡大する所得格差 

所得格差の問題が今国会でも取り上げられているが、驚くべき数字が資料⑦に出ている。これは朝日

新聞からとったが、どんな資料かというと、当初所得でみて、統計の手法で五分位にわけて、20%づつくぎ

ってグループをつくる。一番所得の低い 20人の所得の合計と一番高い人の 20人の合計を比べ、その倍

率がいくらあるかというのを調べている。3 年に 1 回の調査。最近は 2002 年。統計がずいぶん遅れて、去

年の今頃に発表された。62年からほとんど横ばいだが、消費税が導入された89年、消費税が5％に上が

った97年から格差が広がっていることがわかる。2002年は168倍という恐ろしい数字になっている。70年

80年代はみんなが中流意識を持っていたが、全く根拠がなかったわけでもない。このグラフから所得の再

分配という面では根拠があった。格差の少ない社会であった。ここまで格差が広がった一番大きな原因は

いわゆるヒルズ族といわれるような所得のかなり高い人が出てきたこと。リストラ、フリーターなどが社会現

象になり所得の低い人がかなり出てきたこと。その両方の面があり、すざましい格差社会になってきた。 

資料⑦貧困度の各国比較（朝日新聞より）を見ると、全国民の平均所得の 50％以下の所得しかない

「貧困者」の全人口比が、日本は右肩あがりでやがてアメリカに追いつくような勢い。貧困度が進んでいる 

（資料⑥） 
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というのが真実の姿だといえる。消費税がもたらしてきたものの結果だといえる。どうみても消費税というの

は生活必需品にも課税される税金なので、収入のほとんどを消費に回さなければいけない人には、まるま

る消費税がかかるけれども、収入の多い人は消費税のかからない貯蓄や株式投資にお金を振り分けてき

るので、消費に回すのは少ない。それでも同じ率で税金がかかる。逆進性の問題。これが一番の問題

だ。 

 

５．消費税はなぜよくない税金なのか 

（１）経済的弱者に集まる税負担 

消費税の運動をしていく中で、事業者（商売人）と消費者が対立させられている。私たちが払った消費

税が税務署に納められずに商売人のポケットにはいっているらしいという議論。これは説得力があるが、

事業者にとってみれば消費税というのは商品に価格転嫁できて、はじめて納得の出来る税金。だが、消

費税の価格転嫁ができない人はどうなるのか。下請けと元請けの関係にあり、力の強い元請けが消費税

の値引きを言ってきたら、下請けは価格転嫁できない。転嫁に失敗すれば、消費税を背負いこむことにな

る。それでも免税事業者、今は 1千万だが、以前は 3千万。そうすると 3 千万以下の人は税金を納めなく

てもいいから益税だというバッシングを受けた。 

消費税が払えないと、滞納扱いになる。税金の滞納は厳しい扱いを受け 14.6%という延滞金がかかる。

したくて延滞するのではないが、どうしても払えない状況が価格転嫁のできない中小業者におこっている。

そうすると、税務署は売掛金を差し押さえる。給料を払えなくなり、材料費が支払えなくなり、手形が落ち

なくなり、倒産に追い込まれるケースが増えている。生命保険金を解約させて解約返戻金を滞納金の返

済にあてさせたりしているのも一つの現実としてみておいてほしい。 

一方、大企業は価格支配力が強いので消費税の転嫁は 100%成功する。力の強い企業は力の弱い下

請けに対して買いたたきをする。消費税をまけておけ、ということをさかんに言う。 

 

（２）大企業にとっては痛くもかゆくもない税金 

よく問題になる輸出戻し税というのはどんな形であらわれるか資料⑨に計算式をあげている。 

 

 

（資料⑦） 
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トヨタ自動車は国内で車を生産している。だが、国内だけでは市場が狭いのですべての車を販売しき

れない、輸出する。今、トヨタの国内の売り上げは 3 兆 6 千億円。輸出は 5 兆 6 千億円となっている。トヨ

タは合計９兆くらいの売り上げをあげている。ルールとして輸出するものに対しては一旦 0％の税率をかけ

て輸出することになっている。国内の販売に対しては当然、５％の消費税をのせてディーラーに向けて売

り上げをあげる。消費税の計算は売り上げにかかった税額から仕入れにかかった税額を計算して、税務

署に納めるという仕組み。輸出に対しては０％だから０円。国内に対しては５％かかるから 1827 億円という

計算がまず成り立つ。一方トヨタはタイヤを仕入れたり、関連会社から物をかったり、外注先に支払ったり

するのに 7兆 5 千億円ほど使っている。それに対しては 5%の消費税がかかっているはず。それは仕入れ

たためにかかった税金として控除される。 

Ａ＋Ｂは 1827 億円。ところがＣが 3791 億円あるから、1964 億円のマイナスがでるので還付するという

仕組みになっている。消費税の申告書は簡単なものでＡ４の用紙一枚。これにこのことを書けば、決算を

終えて2か月後には1964億円が還付される。ここで問題はトヨタ自動車には下請け孫請けがあり、非常に

厳しい価格管理をしながら物を買っている。そこにも５％の消費税がかかっているものとみなしてこういう

計算になっている。ルールとしては正しいが、なんとなく納得できない。どこの国でもそうだが、大企業が

消費税にわりと賛成するのはこの輸出戻し税があるからである。 

 

６．財源問題を攻勢的に 

（１）債務残高しか知らせない政府のインチキ、バランスシート全体では 資産>負債 

日本の財政はどうなるか。山家悠紀夫氏によると確かに日本の財政赤字は国際的に見ても大変だが、

財務省の発表する数字にはインチキがある。資料⑩はどんな企業でも作成している貸借対照表という考

え方を国家レベルで作成したものである。家計も住宅ローンという借金があって一方で財産や土地がある。

そのバランスがどうなのかを見ればいい。日本の今のバランスシートは、負債は789兆円もあるが、一方で

金融資産、貯金を持っている。日本が大変だというのはＧＤＰの国際比較で国民総生産に対して、日本

は 170%、1.7 倍。イタリア 120%、フランス 76％、ドイツ 69％、アメリカ 65%、これがＯＥＣＤＥが発表している

負債総額に対するＧＤＰの比率。ここを見て政府は、大変だ大変だ、と発表する。山家さんが言うのは、そ

の見方が正しいのか？負債があっても片方に預貯金や債権など、国がもっている金融資産が433兆円あ

るから、引けばＧＤＰ比 71%になる。同じ計算ではイタリア、フランス等は表の数字になる。確かに 789兆円

から 433 兆円引いた純負債の残高は多いといえば、多いが、先ほどの総負債との比較とはずいぶん違う

様子が見えてくる。財務省は総負債残高しか発表しない。それはフェアではない。上の 2002 年のバラン

スシートをみればまだ資産、財産の方は借金よりも多いという指摘をされているので紹介しておく。 

（資料⑨） 
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（２）社会保障費の企業負担のあり方 

企業の税負担は法人税率を下げたことにより減収になった。税率を上げれば企業の税負担は増えるの

だが、そこにだけ目をやるのではなくて、社会保障全体の中での企業の果たす役割というのを見ていきた

い。 

日本では労使折半で社会保険料を負

担している。経営者は従業員を雇うと給料

を払う。その時一定の率で健康保険、厚

生年金とかを給与から天引きをする。天引

きをした負担が税金より大変なのは皆さん

ご存じだと思う。同額、もしくはそれより少し

多い金額を企業は自分で納めている。従

業員の分と企業負担の分を社会保険庁に

納めている。それが社会保障の財源にな

っている。そういうかぎりでは企業が社会

保障の負担をしている。これは歴史的に

見てあたりまえのこと。労働者がこれまで

勝ち取ってきたもの。 

その負担割合をＧＤＰの比較でみたのが、資料⑪。日本はＧＤＰ500 兆円のうち、約 5.7%を企業が負担

している。その割合はイギリス 8.4%、イタリア 11.2％、ドイツ 11.7%、フランスはずっと高く 14%。スウェーデン

は 15.2%にもなる。ヨーロッパの国々は企業が社会保障のため負担する金額が日本に比べてはるかに高

い。この金額がばかにならない。 

（資料⑩） 

 

（資料⑪） 
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たとえば日本でフランスなみに企業が社会保障費の負担すれば 40 何兆円という財源がでてくる。消費

税を 5％あげても国に入る税金は 12.5 兆円くらい。いっぺんにフランスまでいかなくても仮に 1%企業負担

を増やしたら、5 兆円の財源が出てくる。これでも世界から見ると圧倒的に低い水準。ここに大きな可能性

があると思う。消費税だと消費者ばかり負担が重くなるが、社会保障費だと半分は企業が負担することに

なる。しかも社会保険料というのは収入に応じて保険料が上がっていくしくみになっているので、逆進性で

なくしてゆるやかな累進性になっている。 

 

（３）出ずを制する、税金の使い道を正す 

あとは税金の使い方の問題。今のような大きな赤字を生み出した背景を書いておいた資料⑫。 

公共工事での談合問題。入札制

度は予定価格と最低価格の間で企

業が入札し、一番低い価格で入札

した企業が落札するのだが、この表

を見れば、予定価格がもれて談合を

していたのはあきらか。これは全部

税金。もしくは国債。こんなことをし

ているからどんどん国の赤字が増え

てきた。そのつけを財政赤字として

国民が責任をとらないといけないの

か？誰が責任を負うべきなのかはき

っちりと考えなければいけない。 

 

 

 

 

 

６．多いに怒ろう 

最後に消費税というものの歴史をすこしだけ振り返ってみる。19 年前、桜橋の消費者センターで売上

税の運動がおこっているころの集会。マスコミにも報道された。あの時の運動がすごかった。中曽根総理

が絶好調の時、しかし国民からの強い反発が起こった。その反面、あの時代はまだ景気もよかった。今は

もっともっと厳しくなっている。このままでは困る人や世の中を変えなければいけないと思っている人はたく

さんいるはず。憲法改正の問題もからんでくる。戦争をしようと思えばお金がいる。それには消費税がふさ

わしい。不況でも安定して税収をあげられる。あらゆる運動をつなぎあわせて、消費税の増税反対をして

いかなければならない。 

 

 

 

 

（資料⑫） 

 


